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【表2.3.5-2.公社が民間管理事業者に対して支払う再委託手数料】

受取手数料の半額を再委託料として支払っていることが原則であることを確認することができる。ここで空室率90％

超の物件も含まれており、現時点において、空室率が高い物件についてこのまま満室を前提とした手数料の受取を継続

することが可能であるかどうか、公社経営にとって不確定要素である。

2.3.6.民間管理業者との直接契約へ移行した団地について

現在、民間管理業者との直接契約に移行している団地は以下の６団地であり、移行時期及び平成21年度末の空室状況

は下表のとおりである。

【表2.3.6.民間管理業者との直接契約へ移行した団地の状況】
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空室率が高い物件が含まれていることが特徴である。これらの団地について、公社は入居者の資格審査及び決定等、

限られた一部の業務しか行わず、したがって、日常の管理業務には関与していない。

2.3.7.民間管理会社に対する審査基準について

2.3.7.1.民間管理会社に対する審査基準の概要

公社が管理業務を再委託する場合の民間管理会社の審査基準は以下のとおりである。

オーナーが民間事業者と管理業務委託契約を直接契約する場合は、上記の審査基準を満たす必要がある。一方、オー

ナーが公社と管理業務委託契約を締結し、公社が再委託する民間管理会社をオーナーの推薦に基づき選定する場合には、

上記の審査基準を充たしている必要がない。

2.3.7.2.民間管理会社に対する審査基準についての意見

直接委託であっても、間接委託であっても、入居者の募集や団地の管理等の日常の物件管理を行うのは民間管理会社

であり、同じたいあっぷ住宅の中に審査を受けた民間管理会社と審査を受けていない民間管理会社が混在している。基

準の同一性が失われており、趣旨が達成されていない。民間管理会社に対する審査基準を必要であると考えるのであれ

ば、間接委託先に対しても、審査基準の主旨を周知徹底する必要があると考えられる。
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2.3.8.たいあっぷ住宅に公社が関与する意義について

たいあっぷ住宅については、稼働率より判断すると、当初の政策目的はすでにその役割を終えていると判断される。

たいあっぷ住宅の管理方式には２方式あるが、いずれの場合でも、民間管理事業者が管理業務を受託している。

公社は入居者の資格審査及び決定、並びに公社がオーナーと契約している場合にはそれに加えて交付申請等手続補助

（家賃補助の手続）が公社の役割とされ、これらの業務は民間事業者へ委託できないこととされている。しかし、その

根拠となる通達である「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の運用について（平成５年７月30日 建設省住管

発第４号）」は、基本的に同様の制度である高齢者向け優良賃貸住宅管理事業（高優賃）では存在しておらず、全てオー

ナー及び民間管理事業者へ委託されており、実際の運営が行われている。

上記の事実からすれば、たいあっぷ住宅について公社が入居者の資格審査及び決定等の業務に関与しなければならな

いとする根拠は、必ず適用しなければならない性質のものではないと判断される。

さらに、空室率がきわめて高いにもかかわらず、満室家賃の６％をオーナーが公社へ支払い、結果として、現実の賃

貸状況と合致しない想定に基づき、民間資金が公社へ流入している状況は、必ずしも実態に即していないから、継続性

は困難なものと思われる。契約上は当然なのではあるが、空室率90％超にもかかわらず、毎年100万円以上の管理委託

料を支払っていることは、合理的な経済計算とは言えないからである。

政策目的及び効率性の両面から判断して、たいあっぷ住宅については、公社が業務に関与する根拠となる通達は、必

ず適用しなければならない性質のものではないことから、全て民間に管理を委ねる方式を検討し、公社は、中堅所得者

向けの事業からは、政策目的を達成したものとして、撤退すべきであると判断される。

2.4.京都府住宅供給公社について

2.4.1.府営住宅の管理業務受託（管理代行等）について

「2.2.4.管理代行等に対する監査意見」の再掲になるが、府営住宅の管理業務については、「効率化と政策目的の実

現の両方を実現させる」ため、公社への管理業務の移行が行われているにもかかわらず、公社への委託費用は従来まで

の府住宅課及び土木事務所における費用の積算に過ぎず、退職による自然減少や府ＯＢ職員や民間公募職員の雇用によ

る人件費の減少分を除けば、現時点において、業務移行による効率化の効果は表れていない。

これに対して、京都府の反論は

① 管理代行、つまり法規定によって府に代わって公社が、Ａ）法に則って適正な管理を行う。Ｂ）入居者サービス

の低下をきたさない、を基本に受託しているものであり、単に経費面のみで判断されるものではない。

② 公社受託によって、人件費がＯＢ職員や民間公募職員の活用により相当額削減できている。

③ 経費の大半が、施設管理に係る経費と法施行等の義務的経費であり、老朽化が進む住宅の施設管理経費が不足し

ている中、この削減は入居者サービスの低下をきたす。

④ 施設管理に係る入札や契約は、府と同じ制度で実施している。

⑤ 公営住宅以外は指定管理制度の中で競合する仕組みとなっている。

⑥ 公社代行によって管理業務を一元化し、福祉等関係機関との連携や家賃徴収率の改善等の成果も出ている。

⑦ 一方、府においては、政策的行政に集中できる仕組みが整えられた。

というものであった。

公社は、公営住宅法規定の管理代行制度によって独占的に受託できているわけであり、上記①程度の拘束を受けた上

で、コストダウンを図ることは当然のことであろう。公社でなくても住宅課のままでも達成可能であり、公社でないと

できない、という論拠はない。②はＯＢ職員が比較的多いためである。③④⑤⑥⑦についても、公社に移行しなければ

達成できない、という必然性はない。

公社への業務移行を行うのであれば、公社における業務集約及びスケールメリット等の観点より、政策目的の実現は

もちろん、併せて、より一層の効率化を図ることが、本来の業務移管の趣旨に沿ったものである。

公社へ業務を移行することが目的ではなく、業務を効率化して資源を最適配分することが目的であることを再度認識

し、今後の政策に反映していく必要があると考える。

たとえば、府や市の行政担当者から見れば、「荒唐無稽」と写るかもしれないが、京都府住宅供給公社が京都市から

市営住宅管理業務を受託すればいいし、京都市営住宅は規模が大き過ぎる、というなら、京都市以外の市営住宅から始

めればいい、と考える。公社は平成20年度から府営住宅の受託管理業務移行を始めたところであり、もう少し時間をか

けて府営住宅管理が軌道に乗ってから検討する、と反論するかもしれないが、責任をもって遂行する意志があるかどう

かである。法律的にも問題はないと考えられる。実際、島根県等始めている地方自治体もある。

監査人としてはむしろ、逆に京都市内にある府営住宅の管理業務の一部を京都市住宅供給公社に委託することの方が

経済的メリットは小さくない、と考える。

この程度の大胆な発想で様々な部署で政策を打ち立てていかなければ、地方財政は立ち行かなくなるはずである。府

市協調の成果として議論を始められることに期待する。
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2.4.2.今後の公社のあり方について

上記を総合すると、現状のままでは、公社の府営住宅管理受託業務は京都府住宅課の業務をそのまま移管しただけで

効果が出ておらず、また、たいあっぷ住宅は空室率が高い物件が数多く存在しており、すでに一定の役割を終えたもの

と判断される。

さらに、公社による新規の住宅開発等は現在行われておらず、また今後も行うべきではない。当面の大プロジェクト

である堀川団地の再生は、政令指定都市京都市内にあるにもかかわらず、キーワードは「まちづくり」であるという、

ある意味矛盾を包含している。現在の公社収入の90％以上を占める受託管理業務以外に公社が担うべき業務はさほど見

あたらない。このような状況では、京都府住宅課とは別個の存在としての公社が独自で存続する意義は小さくなってお

り、今後のあり方検討が必要と考える。

またこの数年、公社が住宅課からの業務引継に伴い、数十人単位で府のＯＢ職員や府からの派遣職員を受け入れてい

る（平成19年から平成22年の間に公社職員数は業務量の増加もあり、３倍になっている）。現在、総人員79名のうち、

京都府派遣職員と京都府・府内市町ＯＢ職員、公社ＯＢ職員は併せて54名（68％）であり、実に2／3を超える。

公社という公的存在であり、雇用情勢の厳しさに寄与するためにも、民間からの新しい視点をもった人材や将来の業

務の中心となってもらう新規卒業者を雇用する、という発想はなかったのだろうか。これについては、収益構造の不安

定さがあり、正規雇用をしにくい状況がある、という返答であった。

2.5.公社剰余金について

公社は平成22年３月31日現在、総資産32億円のうち純資産21億円を有する状況にあり、純資産の見合いとして、現金

預金７億円、並びに、国債及び地方債を９億円保有している状況にある。他府県の公社と異なり、財政状況に著しく重

要な問題が見受けられないことは幸いなことであるが、しかしその一方で、純資産21億円を今後の業務移管による赤字

計上で漫然と取り崩していくことが適切でないことは、火を見るよりも明らかである。

公社は業務移管による効率化により、できるだけ現在の内部留保を取り崩さないよう努めるべきであるし（これを京

都府から補填して黒字決算を組んでも京都府と公社との間での損益の付け替えにすぎず、意味がない）、効率化できな

ければ、公社の存続意義も希薄になると考える。

なお、総資産32億円のうち純資産21億円、純資産の見合いとして現金預金７億円並びに債券を９億円保有する状況は、

現在の京都府の厳しい財政状況からみれば、いわゆる「埋蔵金」にも該当する、と考えられる。「住宅供給」をほとん

ど行わなくなり、22年度予定損益計算では、不動産管理業務収入が90％を占め、住宅関連管理会社となった公社は、当

面大きな資金が必要な事業予定は堀川住宅以外にはなく、余剰資金の有効な活用方法の有無について検討する必要があ

ると考える。

３ 特定公共賃貸住宅の課題

3.1.特定公共賃貸住宅の概要

特定公共賃貸住宅とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、十数年前に地価及び賃貸料が大きく

値上がりしたことを受けて、賃貸マンション等に入居できない中堅所得層のための賃貸住宅として制度が制定され、京

都府が中堅勤労者世帯層のファミリー世帯向けの住宅の優良な賃貸住宅を建設し、京都府民の福祉を増進する目的で供

給している施設である。なお、京都府においての特定公共賃貸府営住宅は、府営住宅に併設して設けられている。

3.2.公営住宅との相違

公営住宅は、「公営住宅法」に基づき、月収15.8万円未満の世帯を入居対象とするものである。これに対して、特定

公共賃貸住宅は、平成５年度に制定された「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、月収15.8万円以

上48.7万円未満の中堅所得世帯を入居対象とするものである。公営住宅では家賃が低く抑えられているのに対し、特定

公共賃貸住宅は中堅所得層のために建築されているため、民間賃貸住宅と変わらないような家賃が設定されている。

3.3.特定公共賃貸住宅の設置状況

京都府における特定公共賃貸住宅の設置状況は以下のとおりである。
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【表3.3.府営住宅の特定公共賃貸住宅の団地数内訳（平成22年６月30日現在）】

3.4.特定公共賃貸住宅の利用状況

特定公共賃貸住宅の家賃は、法律の施行規則で家賃の計算方法が定められており、公営住宅の団地と同じ棟に同じ間

取り、同じ広さで整備されている。特定公共賃貸住宅の空家状況は以下のとおりである。

【表3.4.特定公共賃貸住宅の空き家状況（平成22年３月31日現在）】

〈Ｈ21〉 〈Ｈ20〉 〈Ｈ19〉

上記のデータを見ると、平成19年度と平成20年度の両年度においては特定公共賃貸住宅の管理戸数の45.6％が空家と

なっており、平成21年度においては特定公共賃貸住宅の管理戸数の62.4％が空家となり、空家率は増加しており、利用

頻度は低いといわざるを得ない状況である。利用頻度が低い要因を京都府は次のとおり分析している。

当初は、地価及び賃貸料が値上がりしたことを受けて、賃貸マンション等に入居困難な中堅所得層が存在し、その状

況に対応するために当該制度が制定された。しかし、経済環境の変化に伴い地価の下落が発生し、その結果、民間賃貸

住宅の家賃の方が安くなる現象が生じ、家賃額と同額の住宅ローンで持家が取得できることから、近年において空家が

発生していると思われるとのことである。なお、京都府において新たな特定公共賃貸住宅の建設は行っていない。

また、その設置方法にも問題があると思われる。つまり、公営住宅に併設して設置されているため、公営住宅の団地

と同じ棟に同じ間取り、同じ広さであり、公営住宅と特定公共賃貸住宅とに差別化が施されているわけではない。つま

り特定公共賃貸住宅として設置された部屋は家賃のみが高く設定され、それに見合う優位性は何もない。同じ団地に入

居するのも関わらず、公営住宅に入居するのと特定公共賃貸住宅に入居する相違により、家賃が大きくことなることの

不公平感しか残らない。
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【図3.4.特公賃と府営住宅の配置及び入居状況】

公営住宅と特定公共賃貸住宅が併設されて設置されている理由について、京都府は、「公営住宅の入居状況が、高齢

化傾向及び低所得者層に限定されることになるため、団地整備では年齢層だけではなく所得階層における多様化を図る

ためのコミュニティバランスを考慮することにより、良好な居住生活を整備していくことから、当時の新設及び建替団

地で併設とした」との回答であった。

そもそも、公営住宅は住宅困窮者のための制度であり、一方、特定公共賃貸住宅は、中堅所得層のための賃貸住宅と

して制度で制度趣旨が異なるものである。所得者層の対象が異なり設定家賃も異なるのにもかかわらず、同じ部屋を供

給するということに無理がある。家賃に応じて住居の品質が異なることは、経済的に当然のことである。このような点

を考慮せず、コミュニティバランスを考慮することに主眼をおき、公営住宅と特定公共賃貸住宅を併設し、特定公共賃

貸住宅の利用率が低くなっている状況というのもある程度想定されたと考えられる。

府営住宅を建設するにあたり、特定公共賃貸住宅を併設すれば建設費用の一部を国費で賄えるという感覚があったの

ではないかとの疑念も抱かれる。結果、「高く」ついたのではないだろうか。住宅事情を充分ふまえた住宅環境の供給

という面で課題がある事例と考えられる。
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3.5.特定公共賃貸住宅の活用に向けての方策

公営住宅の入居希望者に対して特定公共賃貸住宅に入居させることの可能性については、特定公共賃貸住宅を用途変

更し、準公営住宅化（府営住宅と同じ取り扱いとする）する手続を経る必要があるということである。（なお準公営住

宅化とは、公営住宅の入居対象者を入居させるため、特定公共賃貸住宅の用途変更を行い、京都府が運営することをい

う。）

特定公共賃貸住宅と府営住宅の併設団地においては、建設時に、国庫補助を得て建設しており、準公営住宅化するに

は、国との協議が必要となるとのことである。準公営化をするにあたっての手続の詳細は以下のとおりである。

3.5.1.特定公共賃貸住宅の用途廃止手続

特定優良賃貸住宅供給促進事業等補助要領第17に基づき、近畿地方整備局長の承認が必要となる。

特定公共賃貸住宅の用途廃止基準は以下のとおりである。

① 社会・経済情勢の変化等により空家となったもので、入居者募集のための処置を講じたにもかかわらず、３ヶ月

以上入居者のないもの。

【表3.5.1. 13ヶ月以上入居者のないもの（平成22年３月末現在）】

② 当該特定優良賃貸住宅等の用途の変更のための廃止後、特定優良賃貸住宅等として管理する予定であった期間を、

準特定優良賃貸住宅（公営型）として管理されるもの

③ 用途の変更のための廃止後の住宅が、準特優賃（公営型）にあっては公営住宅等整備基準に適合していること

3.5.2.特定公共賃貸住宅の準公営化

準公営化には京都府府営住宅条例等の改正及び近畿地方整備局への用途廃止手続きが必要となるとのことである。そ

の手続は以下のとおりである。

手続

・府営住宅管理審議会諮問
�・答申
�・府議会（パブリックコメントの府議会への実施報告）
�・府議会（パブリックコメントの府議会への結果報告）
�・府議会（上程、議決）
�・運用の整備、近畿地方整備局長への用途廃止申請
�・入居募集

この準公営化においては、平成17年度第５回京都府公共事業評価審査委員会（平成18年３月）の議事においてこの議

論がなされている。またその会議において、特定公共賃貸住宅については、公営住宅対象者も入居可能とする等、空家

解消策を検討されたいとの付帯意見がなされている。

京都府は国（近畿地方整備局建設部）と協議を重ねている状況である。用途の変更のための廃止後の住宅が、公営住

宅等整備基準に適合していることに関して、現在の基準に合致しなければならないのかあるいは、建設時の基準に合致

するという条件なのか、また、その基準の適用範囲は建物毎なのか部屋毎なのか、また、特定公共賃貸住宅に現在入居

している人に対する対応はどうするか等、打ち合わせ項目が多く、国と共通の認識をもつことに時間がかかっている状

況ということである。

これまでの協議の結果、補助金の返還なくして準公営化するための各条件を成就する具体的方法について、国側と一

定の認識の共通化が醸成されつつあるということである。これに基づき上記日程案を基礎として、条例等の改正手続を

進める予定ということである。

上記記載のとおり、平成18年３月時点では、特定公共賃貸住宅の有効活用が課題となっており、現在まで４年経過し

ており、長期間資産が活用されていない状況である。これらは、国庫補助金を使える結果、需要予測等が甘くなってい

ないか、今後の施策のために検討を願う。国庫補助金といえども府民の税負担である。厳しいようであるが、結果で評

価されることは行政の宿命でもある。

資産の有効活用及び住宅困窮者への円滑な住宅の供給という観点からは国と協議の下、早期に手続を進めることが必

要となる。
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４ 家賃等滞納管理の状況について

4.1.府営住宅家賃等滞納整理事務の概要

府営住宅の家賃等が滞納した場合の整理事務の概要は以下のとおりである。

京都府府営住宅家賃等滞納整理事務取扱要領

上表のとおり、１ヶ月以上の滞納者に対して督促状を送付することから始まり、２ヶ月以上滞納者に対する呼出状及

び督促状の再送付、４ヶ月以上滞納者に対する催告書の送付と、滞納状況に応じた措置が行われることとなっている。

しかし、以下に記載のとおり、現実には長期間にわたる滞納者が多数存在しており、滞納原因の調査や納入計画の指

導について、適時かつ適切な対応が求められる。
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4.2.府営住宅家賃等滞納金額の概要

4.2.1.家賃滞納の実態

府営住宅において、滞納整理事務取扱要領に基づき、４ヶ月以上滞納している入居者の家賃滞納額は、434件、総額

93,507,853円にも及び、非常に数が多い。

【表4.2.1-1.４ヶ月、13ヶ月以上以上滞納している入居者】

※現年度家賃を支払いつつ、過年度家賃の分割納付及び徴収猶予分の納付分は滞納扱いとした。

4.2.2.家賃滞納の状況について

家賃滞納については、13ヶ月以上滞納者だけでも相当な数にのぼり、13ヶ月以上延滞家賃金額合計は5,501万円にも

のぼる。この75％は市町管理分であり、公社管理分ではないものの、府民の資産が毀損していることに変わりはない。

更なる対抗策を講じ、回収に努めなければならない。

滞納者については、平成22年11月22日の公営住宅等管理連絡会において、積極的な対応が要請されているところであ

る。京都府では、昭和59年以降、1,578件の法的措置が実施されており、平成22年度においては、３月４日時点で過去

平均60件を上回る80件が実施されている。徴収率も上昇しており一定の努力は認められるが、家賃滞納額は多額であり、

監査人としては、今後更なる努力を期待するところである。

4.3.家賃滞納額の京都府財務諸表への反映について

4.3.1.京都府普通会計貸借対照表

京都府は総務省改訂モデルに基づく財務書類を公表しており、このうち平成21年３月期末時点における普通会計貸借

対照表は、以下のとおり公表されている。
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4.3.2.家賃滞納額及び回収不能見込額について

貸借対照表の「資産の部」に計上されている、「２ 投資等�４長期延滞債権」は１年以上延滞している債権金額を表

しており、また、「�５回収不能見込額」はこれに対する回収不能見込額を表している。

京都府より説明を受けたところ、このうち府営住宅に関連する数値は、長期分割納付中を含むいわゆる長期延滞家賃

として230百万円、これに対する所在不明や生活保護受給中で差し押さえるべき資産等が存在しないため回収不能とす

る額が△57百万円とのことである。１年以上延滞家賃の回収不能見込率として、京都府全体の貸借対照表上の長期延滞

債権に対する回収不能見込率24.93％が一律に適用されている。民間金融機関の貸倒実績率を斟酌すれば、１年以上延

滞家賃の実際の回収不能額は、これを上回ることが予測される。

５ 入居者選定方法及び家賃算定方法について

府営住宅は、本来、民間住宅市場において自力では最低居住水準の住宅を確保できない世帯のために供給されるもの

であり、住宅に困窮する低額所得者を対象として、入居者の募集を行っている。

5.1.申込受付から入居までの流れ

申込受付から入居までの流れは、以下のとおりである。
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なお、一定の範囲内において、住宅困窮度が特に高い高齢者、障害者、母子家庭等を対象に、抽選による入居とは別

枠として、特定目的優先入居を実施している。

5.2.家賃算定方法

公営住宅法第16条によれば、公営住宅の毎月の家賃は、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び入

居する公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じて、近傍同種の住宅の家賃以下の金額で

設定されることとなっている。

したがって、入居者の負担能力及び公営住宅に入居することによって得られる便益に応じて家賃が算定されることと

なっており、能力と便益に応じた家賃負担、いわゆる応能応益方式に基づき、家賃が決定されている。

府営住宅の毎月の家賃算定方法は、具体的には、公営住宅法施行令第２条及び京都府営住宅条例第18条に基づき、以

下のとおりである。

公営住宅法施行令第２条に家賃の算定方法が定められており、下表のとおりである。

（一部漢数字をアラビア数字に変換）
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5.3.収入認定事務

5.3.1.収入月額の算定について

府営住宅では、入居者の負担能力に応じた家賃制度を採用していることから、入居者の収入認定事務は、きわめて重

要である。

府営住宅の入居者は、京都府府営住宅条例第18条及び第19条に基づき、必要な添付書類とともに、自己の所得を申告

する収入申告書を提出する必要があり、毎年、一定時期に、入居者の収入認定事務が行われている。ここでいう入居者

の所得とは、「収入月額」として定義され、入居者の世帯の過去１年間の収入から所得税法上の所得金額を算定し、配

偶者控除や障害者控除等の一定の控除を行った上で、12で除した金額をいう。

上記の収入月額に応じて、府営住宅の家賃が算定されることとなる。

なお、収入月額区分別の府営住宅の入居状況は以下のとおりである。また、入居者からの収入の申告がない場合には、

入居者は近傍同種の住宅の家賃を支払うこととされている。

【表5.3.1.収入月額区分別の府営住宅の入居状況】

5.3.2.収入超過者・高額所得者の認定について

5.3.2.1.収入超過者

府営住宅の入居者が引き続き３年以上入居している場合において、「収入月額」が収入超過基準（平成22年度は月額

158,000円、高齢者や障害者に該当する場合は214,000円）を超える場合は、「収入超過者」と認定され、通常の家賃算

定方法とは異なり、近傍同種の家賃を限度として、収入を勘案した家賃を支払う必要がある。なお、収入超過者は、府

営住宅を明け渡すよう努めなければならないこととされている。

5.3.2.2.高額所得者

府営住宅の入居者が引き続き５年以上入居している場合において、「収入月額」が最近２年間引き続き高額所得基準

（平成22年度は月額313,000円）を超える場合は、「高額所得者」と認定され、通常の家賃算定方法とは異なり、近傍同

種の家賃を支払う必要がある。さらに、高額所得者に対しては、期限を定めたうえで、府営住宅の明け渡しを請求する

ことができることとされている。

5.3.2.3.収入超過者及び高額所得者が府営住宅全戸数に占める状況

5.3.1で掲げた収入区分別の戸数のうち、平成20年度末には収入超過者が1,098戸（全入居戸数に占める割合８％）、

高額所得者が12戸含まれており、平成21年度末には収入超過者が992戸（全入居戸数に占める割合８％）、高額所得者が

11戸含まれている。収入超過者及び高額所得者の占める比率は決して低くない状況であり、収入超過者については、近

傍同種家賃の支払いにより、自主的な退去を促進するよう努めており、高額所得者で退去に応じない者は、法的手段に

より退去を求めている。

5.3.3.収入申告書の提出状況について

府営住宅における収入申告書の提出状況は以下のとおりである。
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【表5.3.3.収入申告書】

※上表における無回答者は、その後の京都府、公社の調査によって所得が判明したものも含まれる。

※平成22年度は平成23年２月末日現在

収入申告書の未提出者（収入月額無回答者）に対しては、近傍同種家賃の支払いを要求することとなる。近傍同種家

賃は当然に、府営家賃より高額となることが多く、結果として府営住宅より民間住宅を選んで退出するであろう、とい

う判断である。しかし、府営住宅の趣旨は、相対的に所得が低く住宅困窮している人のためのものであるから、未提出

者は収入超過者と見做す、という処理をし、退去を求めることが他の入居者との関係で不公平とならない措置ではない

だろうか。そのためには法改正を国に対し求めていく必要がある。

６ 京都府住宅供給公社の個別論点

6.1.堀川団地

6.1.1.概要

堀川団地は、第二次世界大戦中に防空帯を作る目的で建物疎開を強いられた後の生活再建を担う、という重要な役割

を持って誕生した。京都府と京都府住宅協会（現京都府住宅供給公社）によって整備された堀川団地は、鉄筋コンクリー

ト造３階建て、水洗便所、ガス、大きなベランダが完備した住宅団地で、当時としては先端をいくものであった。戦争

前の堀川京極商店街の復活をめざして、堀川通に面した１階には店舗が設けられたが、これも注目を浴び、完成後、市

街地復興のモデルとして全国から見学者が相次いだといわれている。

以来、堀川団地は、京都市の都心上京の中で、勤労者のための貴重な公的住宅として、また、周辺住民の生活を支え

る貴重な商店街として、大きな役割を果たしてきた。しかし、建設後60年が経ち建物の老朽化が目立つようになり、最

低居住水準も充たさないことから、平成２年には空家の補充募集を停止している。

堀川団地が位置する上京区は、京都市のほぼ中央に位置し、東は鴨川、西は紙屋川、北は鞍馬口通、南は丸太町通に

囲まれた地域である。その中央を堀川と堀川通が南北に貫いており、堀川団地は、この堀川通の西側に、通りに沿って

建ち並ぶ６棟で構成されている。
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【図6.1.1.堀川団地（堀川商店街）の位置】

堀川団地の建物概要は下記のとおりである。

また、堀川団地６棟入居者数等は下記のとおりである。
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【表6.1.1.堀川団地入居者数等】

平成21年８月26日現在

※出水第２棟の空室のうち１室はコミュニティースペースとして利用中

6.1.2.堀川団地まちづくり懇話会（以下懇話会という）の概要

懇話会は堀川団地再生のための対策のあり方を検討するために、平成21年４月30日に京都府により設置された。難し

い提起に応え的確な事業計画を作成していくために有識者６名を委員とし、約半年間で計４回の懇話会（懇話会３回、

まちづくりトーク１回）が開催された。

6.1.3.懇話会の堀川団地再生への提言
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【図6.1.3.懇話会の「堀川団地再生への提言」】
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6.1.4.堀川団地まちづくり協議会（以下協議会という）の概要

京都府住宅供給公社では平成21年度には追加の耐震診断を実施するとともに、京都大学との共同研究をスタートさせ、

団地再生に伴う課題の解決方法の研究を始め平成22年度の取組として、懇話会の提言をふまえ、協議会で検討の上、今

年度末を目途に堀川団地再生基本方針を策定することとしている。

１ 構成（各方面の代表者から構成する）

【図6.1.2.堀川団地再生プロジェクトの構成】

２ 協議会の役割

堀川団地の再生に当たり、平成22年度内に団地再生基本方針の策定を行なうとともに、その後の具体的な整備に

おける個別の課題解決のための検討を行う。

＜基本方針の策定＞（平成22年度）

① まちづくりの基本方向

（福祉連携、商業活性化、多世代入居 等）

② 整備の基本的枠組み

（建替住棟と既存活用住棟の仕分け、事業主体等）

③ 再生までのおおまかな中・長期スケジュール

＜個別課題の検討＞（平成23年度以降）

① 地域の絆を深める住宅・施設と仕組みの検討

② 福祉サービスの検討

③ 商業活性化の手法

④ 建替え、改修手法 等

6.1.5.検討

前記のように懇話会では団地再生の基本方向について、以下の４点を提案している。

１ 多様な世代が安心して生き生きと暮らす、まちと一体の魅力的な住環境・コミュニティを育んでいく

２ 将来、堀川通が、ふれあいと交流の場となるようにする

３ 環境と景観に調和した新しいまち並みを創造する

４ 賃貸店舗であることの強みを活かし、新しい商店を育てるような商店街をめざす

監査人も上記基本方向に異議はない。ただし、公社も考慮した広い意味での公営住宅という観点から考える必要があ

る。公営住宅は公営住宅法第１条（この法律の目的）において、「…健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、

これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉

の増進に寄与することを目的とする」とされており、最も考慮すべきは住宅に困窮する低額所得者を対象とする住宅を

賃貸することであり、公営住宅は民間住宅市場において自力では最低居住水準の住宅を確保することのできない世帯の

ために供給するものであって、いわば市場を補完するためのものであると考える。

その観点からすると堀川団地は、いわば京都市の中心地に位置し、また、京都市のメイン道路である堀川通（幅員約

50ｍ）に面するいわゆる一等地に位置する。

ちなみに、平成22年度の路線価より、堀川団地の敷地の概算時価を算定すれば以下のようになる。



２ 機会費用（����������	 
���）…ある経済活動に対して、選択されなかった最善の選択肢を選んだ時に得られる価値、と定義され

る経済用語。ある人が１時間当たり3,000円の仕事を依頼されたにもかかわらず、昼寝をしたとしよう。機会費用を無視した場合、

昼寝の費用はゼロ円である。実際に金銭の支払いは存在しないからである。しかし、昼寝の機会費用は１時間当たり3,000円である。

この所得を得る機会を犠牲にしているからである。理論的な経済学においては、断り書きがない場合の「費用」とは機会費用を指

すことが多い。（ウィキペディアより転載、一部加工）
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路線価は概ね時価の80％程度とされているため、仮に80％で割戻すと、堀川団地の5,188㎡の時価は18億円程度と推

測される。民間企業であれば、18億円の土地につき、仮に６％の利回りで運用したとしても１億円以上の収益を計上す

ることになる。懇話会、協議会いずれも強調されているのは「まちづくり」であり、地域活性化が重要なポイントと考

える。機会費用２の観点より考えても、18億円もの土地のうえに公共住宅を建設するよりは、商業施設を中心とした

「まちづくり」により経済活性化を図る方が得策と思われる。「まちづくり」を誰が中心になって担うのかということ

であるが、懇話会では公社が中心的役割を果たすと提言している。当件について京都府は、「京都市内における「まち

づくり」という意味では京都市に担っていただく部分も大きいとはいえ、現在の堀川団地の所有者であり管理者である

公社が手を放し京都市に全てを委ねることは適切ではないと考える。」とのことである。

しかし、堀川団地を中心としたコミュニティ再生は京都市内の「まちづくり」であり、公的住宅以外の選択肢も含め

再生を図るのであれば、京都市がより中心となって進めるべきであり、公社の性格にはなじまないと考える。すべてを

京都市にゆだねる必要はないが、公社の業務範囲を越えた行為ではないか、と考える。

6.1.6.結論

公的住宅の供給が必要であれば、市街地、京都府内のより地価の低い地域に建設すべきであり、仮に住宅を整備する

としても、一般の民間住宅と同様の住宅として再生すべきものと考える。よって、京都市内の中心部に存する堀川団地

を公的住宅として再生する必要性は少なく、堀川団地は「まちづくり」として商店街や福祉施設等による活性化を図る

べきである。

その場合、堀川団地を中心とした「まちづくり」は地域性からしても京都市が中心となって再生するべきと思われ、

懇話会では公社が中心となって再生を進めるべきとの意見が述べられているが、監査人としては当該土地の売却や公社

事業としての撤退も含め検討をすべきものと考える。

6.2.五条問屋町団地

6.2.1.概要

五条問屋町団地は昭和30年に市場開設による地域活性化を目的とし、五条センター事業協同組合（以下組合という）

の要望に基づき作られた店舗併用住宅であり、組合の土地に公社（当時は財団法人京都府住宅協会）が店舗併存共同住

宅を建設し、その併存店舗を組合に賃貸するという形でスタートしている。五条団地については、現在土地所有者であ

る組合から土地の明渡しの打診を受けており、早期に入居者との明渡し交渉を開始する予定となっている。

また、現在の土地賃借料は平成９年４月１日より現在の額になっているが、公社は当該土地賃借料が高額であるとし、




